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伊賀市環境基本条例等の一部改正について 

 

伊賀市環境基本条例等の一部を次のとおり改正しようとする。 

令和７年２月25日提出 

 

伊賀市長 稲 森 稔 尚   

 

記 

 

   伊賀市環境基本条例等の一部を改正する条例 

 （伊賀市環境基本条例の一部改正） 

第１条 伊賀市環境基本条例（平成16年伊賀市条例第155号）の一部を次のように改正す

る。 

  第22条中「生活環境課」を「環境政策課」に改める。 

 （伊賀市環境保全負担金条例の一部改正） 

第２条 伊賀市環境保全負担金条例（平成16年伊賀市条例第156号）の一部を次のように

改正する。 

  第20条中「生活環境課」を「環境政策課」に改める。 

 （伊賀市総合計画審議会条例の一部改正） 

第３条 伊賀市総合計画審議会条例（平成17年伊賀市条例第１号）の一部を次のように改

正する。 

  第８条中「企画振興部総合政策課」を「未来政策部未来政策課」に改める。 

 （伊賀市スポーツ推進審議会に関する条例の一部改正） 

第４条 伊賀市スポーツ推進審議会に関する条例（平成17年伊賀市条例第７号）の一部を

次のように改正する。 

  第７条中「企画振興部」を「地域力創造部」に改める。 

 （伊賀市民美術展覧会運営委員会条例の一部改正） 

第５条 伊賀市民美術展覧会運営委員会条例（平成19年伊賀市条例第43号）の一部を次



のように改正する。 

  第６条中「企画振興部」を「地域力創造部」に改める。 

 （伊賀市こども未来応援会議条例の一部改正） 

第６条 伊賀市こども未来応援会議条例（平成19年伊賀市条例第60号）の一部を次のよ

うに改正する。 

  第８条中「こども未来課」を「こども政策課」に改める。 

（伊賀市農業振興地域整備促進協議会条例の一部改正） 

第７条 伊賀市農業振興地域整備促進協議会条例（平成19年伊賀市条例第65号）の一部

を次のように改正する。 

  第９条中「産業振興部」を「産業農林部」に改める。 

 （伊賀市農業経営基盤強化促進協議会条例の一部改正） 

第８条 伊賀市農業経営基盤強化促進協議会条例（平成19年伊賀市条例第66号）の一部

を次のように改正する。 

  第10条中「産業振興部」を「産業農林部」に改める。 

 （伊賀市森林管理協議会条例の一部改正） 

第９条 伊賀市森林管理協議会条例（平成19年伊賀市条例第67号）の一部を次のように

改正する。 

  第８条中「産業振興部」を「産業農林部」に改め、「農林振興課」の次に「未来の山づ

くり推進室」を加える。 

（俳文学関係著作に係る文部科学大臣賞授賞に関する条例の一部改正） 

第10条 俳文学関係著作に係る文部科学大臣賞授賞に関する条例（平成19年伊賀市条例

第75号）の一部を次のように改正する。 

  第11条中「企画振興部」を「地域力創造部」に改める。 

 （伊賀市名誉市民選考・表彰審査委員会設置条例の一部改正） 

第11条 伊賀市名誉市民選考・表彰審査委員会設置条例（平成27年伊賀市条例第６号）

の一部を次のように改正する。 

  第７条中「総務部秘書広報課」を「未来政策部秘書課」に改める。 

 （伊賀市行政不服審査会条例の一部改正） 

第12条 伊賀市行政不服審査会条例（平成28年伊賀市条例第２号）の一部を次のように

改正する。 



  第11条中「企画振興部総合政策課」を「未来政策部未来政策課」に改める。 

 （伊賀市自治基本条例審議会条例の一部改正） 

第13条 伊賀市自治基本条例審議会条例（令和３年伊賀市条例第19号）の一部を次のよ

うに改正する。 

  第８条中「企画振興部総合政策課」を「未来政策部未来政策課」に改める。 

 （伊賀市行政事務事業評価審査委員会条例の一部改正） 

第14条 伊賀市行政事務事業評価審査委員会条例（令和３年伊賀市条例第26号）の一部

を次のように改正する。 

  第８条中「デジタル自治推進局」を「未来政策部公共・人づくり推進課」に改める。 

 （伊賀市美術博物館建設準備委員会設置条例の一部改正） 

第15条 伊賀市美術博物館建設準備委員会設置条例（令和５年伊賀市条例第２号）の一部

を次のように改正する。 

  第10条中「企画振興部」を「地域力創造部」に改め、「美術博物館建設準備室」を削

る。 

   附 則 

 この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

 

 


